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南会津町危険空き家等除却事業補助金交付要綱 

平成26年２月28日 

告示第５号 

（趣旨） 

第１条　この告示は、地域の良好な景観の保全と住民の安全で安心な暮らしを

確保するため、町内の危険空き家等を除却する者に対し、南会津町補助金等

の交付等に関する規則（平成18年南会津町規則第59号。以下「規則」という。）

及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において危険空き家等除

却事業補助金を交付するものとする。 

（定義） 

第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴　危険空き家等　空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第

127号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する特定空家等をいう。 

⑵　所有者等　危険空き家等の登記事項証明書等に所有者として登録されて

いる個人をいう。ただし、未登記の場合にあっては固定資産税課税台帳に

所有者として記載されている個人をいう。 

⑶　行政区　町内の一定区域に居住する者で組織され、その区域の行政事務

を処理する自治組織をいう。 

（補助対象空き家等） 

第３条　補助金の交付の対象となる危険空き家等（以下「補助対象空き家等」

という。）は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

⑴　町内に所在し、同一敷地内において居住の実態がないこと。 

⑵　条例第６条に規定する助言又は指導の対象となったもの 

⑶　公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。 

⑷　減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に

定める耐用年数を超えて存するもの 
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⑸　昭和56年以前に建築又は築造されていること。 

２　前項の規定にかかわらず、町長が特に認めるものについては、補助対象空

き家等とすることができる。 

（補助対象者） 

第４条　補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、南会津町の徴収する町税、使用料等を滞納していない者で、かつ、次の

各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法人は、補助対象者としない

ものとする。 

⑴　補助対象空き家等の所有者等 

⑵　前号に規定する者の相続人 

⑶　前１号又は前２号に規定する者から補助対象空き家等の除却についての

同意を受けた者 

⑷　補助対象空き家等が所在し、前１号又は前２号に規定する者から除却に

ついての同意を受けた行政区 

２　補助対象空き家等が複数人の共有である場合又は補助対象空き家等の登記

事項証明書に所有権以外の物権（賃借権を含む。）の設定がある場合は、補

助対象者は当該共有者全員又は権利者全員から除却についての同意を得なけ

ればならない。 

（補助対象工事） 

第５条　補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、

補助対象者が発注する補助対象空き家等の除却工事であって、町内に事業所

を有し、建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定により、一般

建設業の許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律（平成12年法律第104号）第21条第１項の規定により、登録を受けた解体工

事業者に請け負わせる工事とする。 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対

象工事としない。 
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⑴　条例第８条に規定する命令を受けた補助対象空き家等を除却する工事 

⑵　補助金の交付を決定する前に着手した工事 

⑶　他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事 

⑷　補助対象空き家等の一部を除却する工事 

⑸　その他町長が不適当と認める工事 

（補助金の額） 

第６条　補助金の交付対象となる経費（消費税等相当額を除く額をいう。以下

「補助対象経費」という。）は、補助対象空き家等の除却に要した工事費と

し、補助金の額及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。 

２　前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。 

（交付の条件） 

第７条　町長は、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる事項につ

いて条件を付するものとする。 

⑴　補助対象工事に係る法令等を遵守すること。 

⑵　空き家等の除却後２年を経過しないうちに住宅、物置等を建築しないこ

と及び土地を譲渡しないこと。 

⑶　補助対象工事完了後の跡地を、周辺の住民又は景観に悪影響を及ぼさな

いよう適正な維持管理に努めること。 

⑷　その他町長が特に必要があると認める事項 

（補助金の交付申請） 

第８条　補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、補助対象工事の実施前に危険空き家等除却事業補助金交付申請書（様式

第１号）に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。 

⑴　誓約書（様式第２号） 

⑵　工事計画書（様式第３号） 

⑶　現況写真 
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⑷　工事見積書（内訳明細の付いたもの） 

⑸　登記事項証明書（未登記の場合は土地家屋名寄帳）及び建築年次が確認

できるもの 

⑹　申請者の属する世帯全ての構成員の課税証明書（市町村民税非課税世帯

が申請する場合のみ） 

⑺　第４条第１項第３号又は同条第２項に該当する場合は同意が確認できる

書類 

⑻　その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第９条　町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類

の審査及びその他必要な調査を実施し、その適否を決定し、適当と認めたと

きは危険空き家等除却事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により、不

適当と認めたときは危険空き家等除却事業補助金不交付決定通知書（様式第

５号）により申請者に通知するものとする。 

（交付申請の変更等） 

第10条　前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事

業者」という。）は、補助対象工事の内容を変更しようとするときは、速や

かに危険空き家等除却事業補助金変更承認申請書（様式第６号）に第８条各

号に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。 

２　町長は、前項の規定による変更の申請を受けたときは、当該申請に係る書

類の審査及びその他必要な調査を実施し、その適否を決定し、適当と認めた

ときは危険空き家等除却事業補助金変更交付決定通知書（様式第７号）によ

り、不適当と認めたときは危険空き家等除却事業補助金変更申請却下通知書

（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。 

３　補助事業者は、補助対象工事を中止するときは、速やかに危険空き家等除

却事業中止届（様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

（完了報告） 
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第11条　補助事業者は、補助対象工事の完了した日から30日以内又は当該年度

の２月末日のいずれか早い日までに、危険空き家等除却事業完了報告書（様

式第10号）に、次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならな

い。 

⑴　工事請負契約書の写し 

⑵　領収書の写し 

⑶　工事状況写真（施工前、工事施工状況、施工後） 

⑷　その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付額確定通知） 

第12条　町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類

の審査及び現地確認の上、補助金の額を確定し、危険空き家等除却事業補助

金確定通知書（様式第11号）により補助事業者に通知するものとする。ただ

し、補助金の確定額が決定額と同額の場合は、通知を省略できるものとする。 

（補助金の交付請求及び交付） 

第13条　前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付請求をする

ときは、危険空き家等除却事業補助金交付請求書（様式第12号）を、町長に

提出しなければならない。 

２　町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助事業者に対して、

請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第14条　町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴　偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

⑵　補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶　この告示の規定に違反したとき。 
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２　町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

ときは、補助事業者に対し、危険空き家等除却事業補助金交付（全部・一部）

取消通知書（様式第13号）により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第15条　町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消

した場合において、その取消しに係る補助金を既に交付されているときは、

補助事業者に対し、危険空き家等除却事業補助金返還命令書（様式第14号）

により期限を定めて補助金の全部又は一部を返還させるものとする。 

（検査等に対する協力） 

第16条　補助事業者は、この告示による補助金の交付等に関し、町長が必要な

検査又は調査等をしようとするときは、これに協力しなければならない。 

（書類の整備） 

第17条　補助事業者は、補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿

を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、当該補助対

象工事の完了日の属する会計年度の翌年度から５年間保管しなければならな

い。 

（委任） 

第18条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附　則 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

別表（第６条関係） 
 

区分 補助金額 補助限度額
 

市町村民税非課税世帯 補助対象経費の３分の２以内

の額

80万円

 
市町村民税課税世帯 補助対象経費の２分の１以内

の額

50万円

 
行政区 補助対象経費の５分の４以内 100万円
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の額
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